
令和元年 9月 
認定認知症領域検査技師各位 

日臨技認定センター 

令和元年度 認定認知症領域検査技師登録更新の案内 

日臨技認定センターの認定は５年毎に登録更新が必要で、更新手続きは有効期間の最終

年に行われます。認定認知症領域検査技師制度の登録更新希望者は、下記の要領に従い更新

手続きをされるようご案内致します。なお、本更新が行われなければ認定失効となり、再受

験いただく事となります。諸事情により更新困難な場合は、「更新延免申請書（申請書 2）」

に必要事項を記載のうえ、登録更新申請書（申請書 1）と合わせて提出して下さい。 

・更新対象者(2015 年第１回認定試験取得者) 

認定認知症領域検査技師の資格を有している者で、５年間の有効期間の最終年度を迎え

る者。 

・更新申請要件 

１） 日本臨床衛生検査技師会会員を認定資格取得日から更新申請時まで継続していること。 

２） 更新申請時 1か月前に、「日臨技生涯教育研修制度」を最低一度以上修了していること。 

３） 認定期間内に、日臨技認定センター主催の資格更新指定研修会の参加履修を完了して

いること。ただし、本更新申請要件は 2022 年 4月 1 日以降の更新者から適用する。 

４） 認定期間内に、認定技師対象承認研修会に参加し、更新審査基準に定められた履修単

位を取得していること。 

・更新申請手順 

 会員サイトログイン後、画面右「日臨技会員メニュー」バナーの「認定資格申請」をクリ

ックして、各資格申請の画面にある「入力ガイド」に沿って申請してください。 

・更新申請に必要な書類 

登録更新申請書、更新延免申請書（該当する場合のみ）、履修単位の取得に係る証明書 

（会員サイトの上記メニューにて入力あるいは様式をダウンロードのうえ作成・アップ

ロードをお願いいたします。更新延免申請をする方のみ郵送にてご提出ください。） 

・更新申請期間 

認定期間最終年の 10月 15 日 11 月 15 日 

・更新資格審査 

更新申請締め切り後から 1月末日まで 

・認定証発行および認定期間 

更新資格審査後の年度内（翌年 3月中） 

 更新後の認定期間は、翌年度 4月 1日 ５年間となります。



・氏名の公表について 

この制度による認定技師は各都道府県、支部において指導者的役割を担って頂く事を目 

標の一つとしていることから、特に申し出のない限り会報などに氏名を公表致します。 

・更新申請および登録料 

5,000 円 

※クレジット払いのみとなります。 

以上 



日臨技認定センター御中                         

認定認知症領域検査技師制度 

登録更新申請書 

以下の書類を提出しますので認定更新の審査をお願い致します。 

1. 申請書１ 登録更新申請書（本紙） 

2. 申請書２ 更新延免申請書 

日本臨床衛生検査技師会会員番号                        

日本認知症予防学会会員番号                            

認定番号                                     

申請者氏名                               印 

申請書１



日臨技会員番号       認定証番号       申請者氏名           

更新延免申請書 

認定期間中に以下の理由にて国内での実務がなかった場合に本紙を提出してください。 

認定センターにて個別に審査いたします。 

① 不慮の事故、疾病、出産などの各種事情により実務ができなかった場合

② 海外留学、海外勤務、JICA 活動などで国内の実務ができなかった場合

・更新延免を申請する理由 

上記、記載事項に相違ないことを認めます。 

令和   年    月    日 

所属長（役職名           ） 

氏名                           印

申請書 2










